
 

図：地域・職域連携推進協議会と保険者協議会の主な具体的役割 

 

＜都道府県協議会の主な具体的役割＞ 

○ 各関係者（医療保険者・市町村衛

生部門・事業者、関係団体等）の実

施している保健事業等の情報交換、

分析及び第三者評価 

○ 都道府県における健康課題の明確

化 

○ 都道府県健康増進計画や特定健康

診査等実施計画等に位置づける目標

の策定、評価、連携推進方策等の協

議 

○ 各関係者が行う各種事業の連携促

進の協議及び共同実施 

 ・ポピュレーションアプローチとハ

イリスクアプローチの連携方策 

 ・生活習慣病予防対策と介護予防施

策、メンタルヘルス、自殺予防、性

差に着目した対策等、他の施策との

連携方策 

 ・科学的根拠に基づく健康情報の発

信に関する連携方策 

 ・研修会の共同実施、各種施設等の 

共同利用 

○ 事業者等の協力の下、特定健診・

特定保健指導等の総合的推進方策の

検討 

 ・特定健診・特定保健指導等の従事

者などの育成方策 

 ・特定健診・特定保健指導等のアウ

トソーシング先となる事業者等の

育成方策 

 ・被扶養者に対する施策に関する情

報交換、推進方策 

○ 協議会の取組の広報、啓発 

＜保険者協議会の主な具体的役割＞ 

○ 保険者間における意見調整 

○ 各都道府県ごとの医療費の調査、

分析、評価 

○ 被保険者に対する教育や普及啓

発等をはじめとする保健事業、保

健事業の実施者の育成・研修等の

共同実施 

○ 各保険者の独自の保健事業や、運

営等についての情報交換 

○ 物的・人的資源のデータベース化

及び共同活用 

○ 特定健診・特定保健指導等の実施

体制の確保 

・集合契約等に関する各種調整、

情報共有等 

○ 特定健診・特定保健指導等のアウ

トソーシング先の民間事業者の

評価 

 ・事業者等に関する情報の収集や 

提供 

 ・事業者の評価手法の検討、評価 

の実施 

 ・評価結果の決定（契約更新の適 

否、機関番号停止等の判断等）、

共有 
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